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8.投資単位の調整 

8-1.株式の投資単位 

 

(1)投資単位とその調整 

 

 

 

 

 

(2)投資単位の調整とは異なるもの 

 

募集株式の発行、業績の変動等による株主価値（株価）の変動 

 

 

 

 

8-2.株式の分割と株式無償割当て 

 

(1)株式の分割 

 

 

 

  

株主価値 100億円 

会社 
100株発行→1 億円／株 

 

100万株発行→1万円／株 

 

1億株発行→100円／株 

株式の分割 ⇔ 株式の併合 

投資単位大 

＝流動性低 

投資単位小 

＝管理コスト高 

株主価値 

会社 株式 

株式 株式 株式 

株式 株式 

1株を 2株に分割 

株主 A 

 

 

株主 B 株式 株式 株式 
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(2)株式の分割の手続（会社 183・184）［テキスト 3章 5節２ (3)］ 

 

取締役会設置会社では取締役会決議（会社 183Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

＊端数の処理［テキスト 3章 5節４］ 

 

 

 

 

(3)株式無償割当て（会社 185～187）［テキスト 3章 5節３ ］ 

 

 

 

 

 

手続：取締役会設置会社では取締役会決議（会社 186ⅠⅢ） 

 

 

 

割り当てられる株式 

  

未発行 

既発行 

発行可能株式総数（会社 37） 

発行済株式総数 

1株を 2株に分割するなら… 

定款変更手続の特則（会社 184Ⅱ） 

株主価値 

会社 
株式 

株式 株式 株式 

株式 株式 株主 A 

 

 

株主 B 株式 株式 株式 

1株につき 1株を無償割当て 
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8-3.株式の併合 

 

(1)意義 

 

 

 

 

 

 

(2)株式の併合の問題点 

 

端数の処理［テキスト 3章 5節４］→キャッシュ・アウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)株式の併合の手続（会社 180～182の 6）［テキスト 3章 5節２ (2)］ 

 

株主総会の特別決議（会社 180Ⅱ・309Ⅱ④）＋理由の説明（会社 180Ⅳ） 

  

株主価値 

会社 株式 

株式 

株式 

2株を 1株に併合 

株主 A 

 

 

株主 B 株式 端数 

買収者 

T会社 

残存株主 S1 

残存株主 S2 

対象会社 

①公開買付け 

→T会社株式を 3 分の 2 以上取得 ②これらの株主をキャ

ッシュ・アウト 
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 株式の併合 吸収合併等 

株主等への通知等 会社 181・182の 4Ⅲ 会社 785Ⅲ・797Ⅲ 

事前の開示 会社 182 の 2 会社 782・794 

差止請求 会社 182 の 3 会社 784 の 2・796の 2 

株式買取請求権 会社 182 の 4（端数が生じる場合） 会社 785・797 

事後の開示 会社 182 の 6 会社 791・801 

 

 

 

 

8-4.単元株制度 

 

(1)意義（会社 188Ⅰ） 

 

 

 

 

 

1単元の株式数制限（会社 188Ⅱ、会社則 34） 

  

未発行 

既発行 

発行可能株式総数（会社 37） 

→公開会社では（会社 180Ⅱ④Ⅲ・182Ⅱ） 

発行済株式総数 

効力発生日に減少 

（182Ⅰ） 

株主価値 

会社 株式 

株式 

2株＝1単元 

株主 A 

 

 

株主 B 株式 

＝1単元＝1議決権 

 

 

＝1単元未満＝議決権なし 
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(2)複数議決権株類似の仕組み 

 

種類株式発行会社（会社 188Ⅲ） 

 

 

 

CYBERDYNE株式会社 

普通株式（上場）＝100株 1単元 

B種類株式（非上場）＝10株 1単元 

 

 

 

 

(3)単元未満株式の権利（会社 189） 

 

議決権（189Ⅰ）、議決権を前提にした権利（株主提案権など） 

 

 

その他の権利（会社 189Ⅱ、会社則 35） 

 

 

 

(4)単元未満株主の投下資本回収方法 

 

単元未満株式買取請求（会社 192・193） 

 

 

 

単元未満株式売渡請求（会社 194） 

 


